
質問に対する回答書

業務名：中土佐町物価高騰対策デジタル商品券等給付事業委託業務

№ 質問事項 回答内容

1

「仕様書」「２．商品券の概要」「使用期限」において、令

和７年７月１日（火）から令和７年１１月３０日（日）まで

とありますが、デジタル商品券のポイント受領期限について

も同期間となりますでしょうか。

お見込みのとおり。

デジタル商品券・受取期間：

令和７年７月１日(火)～令和７年11月30日(日)

2

「仕様書」「３．業務の内容」「（４）操作説明会の開催」

において、「③発注者と協議した結果、操作について十分な

説明がされていると判断できた場合については相談窓口のみ

での対応を認める。」とありますが、この場合の相談窓口と

はどのようなものを想定されておりますでしょうか。

「実施要領」「３.参加資格」「(８)」の施設、もしくは、事

業期間中に対応が可能なコールセンターを想定。
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